
◎共同利用の条件

ロンド・スポーツがつくった保育園を
共同利用しませんか？

Q1 ロンド・スポーツの保育園とは？

Q2 共同利用とは？

A1 国(子ども家庭庁)が実施する「企業主導型保育施設」のロンドなないろ保育園です。

０～２歳を対象に１９名のお子様をお預かりしております。認可外保育施設で

はあるものの、認可保育施設並み運営費・整備費の助成を受けているため、

保育士の配置人数や設備など認可保育施設並みの保育を提供させていただ

いております。

共同利用契約料金(企業様負担額) 保育料(保護者様負担額)

30,000円/月0円

A2
ロンドなないろ保育園を設置したロンド・スポーツと共同利用契約を締結し、

「従業員枠」を共同で利用することです。従業員枠10名・地域枠9名と定員設定

しておりますが、地域枠の方は基本的に保育が必要な方であればどなたでも

入ることができるため、需要が多数あります。一方、従業員枠はロンド・スポーツと

共同利用契約をしている企業様のお子様のみお預かりいたしますので比較的入園

しやすく、さらに保護者の方は地域枠の方より保育料が安くご利用いただけます。

また、企業様は費用のご負担なく福利厚生の一環としてご利用いただくことで、優秀な人材

の確保や企業のイメージアップ、求人にもご活用できるなど、多数のメリットがございます。　　　　　　　　　　　　　　
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共同利用契約



共同利用契約の流れ

保育園へ問い合わせ企業様

資料 ・契約書 ( ひな形 ) の送付ロンド ・ スポーツ

資料 ・契約書 ( ひな形 ) の内容確認企業様

契約書の送付　※電子契約サービスにてロンド ・ スポーツ

契約書への押印企業様

利用開始従業員様

契約締結完了後


